
町田市・日本弁理士会関東会連携事業

知的財産を活用した
イノベーションのススメ

知財取得のチャレンジは、ＴＯＫＹＯの町田から！

知的財産の創造から保護、活用までをトータルしてサポートするのが、

知的財産に関する専門家である弁理士です。

「素晴らしいアイデアを思いついた！」

「新しくロゴやマークをデザインした」

そんなとき、弁理士からは次のようなサポートを受けることができます。

出願等の代理人として、出願から権利化までの種々の段階で
特許庁の審査官とやりとりをし、強い権利の取得を目指す

先行技術等の有無についての調査

専門的な知識を活かした、アイデアに対する的確なアドバイス

お問い合わせ

「弁理士」とは知的財産に関する専門家です。

• 弁理士を探すなら：弁理士ナビ  http://www.benrishi-navi.com/

• 知財の検索をするなら：J-PlatPat   https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
知財関連情報の
ご案内

●これから技術開発・商品開発をしようとするとき

● 発明・考案をしたとき▶「特許権・実用新案権の取得」

● もののデザインを考えたとき▶「意匠権の取得」

● 商品またはサービスのマークを考えたとき▶「商標権の取得」
こんなときに
ご依頼ください！

町田市経済観光部産業政策課
〒194-8520東京都町田市森野2-2-22
TEL：042-724-3296  FAX：050-3101-9615

日本弁理士会関東会
〒100-0013東京都千代田区霞が関3-4-2 弁理士会館
TEL：03-3519-2751  FAX：03-3581-7420  MAIL：info-kanto@jpaa.or.jp

日本弁理士会関東会HP
はこちらから

産業財産権取得支援ページ
はこちらから

弁理士会連携ページ
はこちらから

この冊子は6,000部作成し、1部あたりの単価は31円です（職員人件費を含みます）。



知財を活用した
イノベーションのススメ
町田市では、「町田市産業振興計画19-28」に基づき、事業者の方の、知的財産

権の中でも「産業財産権」（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）と呼ばれる権利の

取得・活用を全力でサポートしています。

2010年度から多摩地域では先行的に、事業者の産業財産権取得に対する費用

補助の制度を設け、権利取得の促進に取り組んできました。

2019年度からは、知的財産のプロである「日本弁理士会」と産業振興に関する

連携協定を締結し、事業者のスムーズな産業財産権の取得、そしてその効果的

な活用をより一層推進しています。

知的財産権

産業財産権

実用新案権実用新案権

商標権商標権意匠権意匠権

特許権特許権

回路配置利用権回路配置利用権

著作権著作権

育成者権育成者権 商号商号

etc.

　　　なぜ、「産業財産権」の
　　　取得が重要？
現在、事業者間の競争は、同一製品・サービスをめぐる価格競争

から、他の事業者と差別化した製品・サービスをめぐる競争へと、

よりダイナミックな形に変化してきています。

また、新製品・サービスの開発においても、異分野や異業種を含

む、他の事業者との共創によるオープンイノベーションを活用し

た手法が主流になっています。

今後、それぞれの事業者が競争や変化の激しい時代を力強く成

長していくため、自らが保有する技術やアイデアを権利化しなが

ら、適切に保護・活用していく重要性がますます高まっています。

　　　
「産業財産権」とは・・・？

　　　
様々な種類がある知的財産権の中でも、発明した技術やアイデ

ア、デザイン、ネーミングなどを保護し、産業の発展に貢献する

ことを目的とした権利のことを「産業財産権」といいます。

「産業財産権」に含まれるのは、特許権、実用新案権、意匠権、商

標権の４つです。
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２０１９年秋に、町田市と日本弁理士会の連携協定締結を記念し、シンポジウムを開催します。

知的財産を取り巻く事情の最前線に、ぜひ触れてみてください！

町田市・日本弁理士会関東会
連携イベント

２０１９年５月現在、開催予定の内容です。最新の情報や詳細は、「広報まちだ」や町田市ホームページ等にて、随時お知らせしています。

多くのお子様に、小さなころから発明の楽しさや大切さを知って

もらうため、春・夏休みを利用して小学生向けの発明体験教室を

開催します。電子紙芝居や発明工作を通して、知的財産や発明に

ついて楽しく学べます！

まちだキッズ発明体験教室
春休みと夏休みに開催！

産業財産権に関する基礎的な知識から、開放特許の活用や海外

出願に関する内容まで、さまざまなテーマで事業者の方を対象

としたセミナーを不定期に開催します。ニーズに合わせて、ぜひ

ご参加ください！

各種事業者向けセミナー
テーマに応じて不定期に開催！

「知的財産のプロ」である弁理士に、無料で直接相談できるチャ

ンス！ 知的財産に関することであれば何でも相談可能です。毎月

１回（原則として第２木曜日）、町田新産業創造センターにて開催し

ていますので、ご都合に合わせてご参加ください！

知財無料相談会
２０１９年６月から毎月１回開催！

キックオフシンポジウム
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